
別紙 

仕 様 書 
 

１ 事業名 

   令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理事業（レブンアツモリソウ） 

 

２ 事業の目的及び概要 

（１） 事業の目的 

本事業は、絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法）によ 

り国内希少野生動植物種に指定されているレブンアツモリソウを保護管理するため、そ 

の盗掘等を防止するとともに、生育に適した環境を保全するために必要な巡視を実施す 

るものである。 

（２） 事業の概要 

① 巡視区域に関すること 

巡視区域は、礼文島生物群集保護林等、礼文島全域とする。 

② 巡視日数に関すること 

巡視は、令和６年５月２７日から令和６年９月３０日までの期間において、自然保護管 

理員１名により実施する。 

     なお、巡視は１日単位（半日の場合は１／２）の巡視とし、巡視総日数は７５日間と 

する。 

     また、レブンアツモリソウ等希少植物の花期においては、入込者が増加することから、 

重点的に巡視するものとする。 

     月別巡視日数 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計 

３日 ２２日 ２２日 ２２日 ６日 ７５日 

（３） 巡視の内容 

本仕様書、委託契約書、委託事業計画書に基づき実施するものとし、主な巡視の内容は、 

① 盗掘の防止、②歩道以外への立入規制、③盗掘等被害の状況把握、④入込者マナー向 

上、⑤鉄府地区に設定されているプロットの開花状況調査等とする。 

詳細は、宗谷森林管理署長の指示に基づく。 

（４） 管理技術者による指導監督 

管理技術者（高山植物等希少野生生物に精通し安全対策を含めた指導監督のできる者） 

は、業務開始に当たり現地で自然管理保護員に指示するとともに、月１回指導監督及び、

鉄府地区プロット調査の指導監督をするものとする。 

 （５）巡視員の配置 

    本業務の巡視は自然保護管理員が行うものとし、以下のすべての基準を満たす者とする。 

    ア 対象地域に近接した地域に住所を有するか、又は森林管理局長が巡視する必要があ 

ると認める期間等に従事できる者 

    イ 保護林制度及び森林法その他野生動植物の捕獲等の規制に関する法令等の知識を有 

する者 

    ウ 野生動植物に関心が深く、その特性等に関する知識を有する者、又は野生動植物に 

関する研修を受けた者、もしくは受ける見込みの者 

      また、自然保護管理員は、本業務を契約する者が提出した巡視員を森林管理署長が 

推薦し、森林管理局長が任命する 

（６） 巡視結果等の報告 

原則として毎月巡視報告書（別添様式第１号）を作成し、森林管理署長（監督職員経由） 

に報告するものとする。また、報告に当たっては、巡視時の写真（GPS付デジタルカメラ

で撮影場所とあわせ記録）を添付するとともに、管理技術者の所見を加えるものとする。 



 更に、レブンアツモリソウ等の盗掘や損傷又は新たな生息地を発見した場合は、任意様 

式（図面を添付）により、速やかに森林事務所に報告するものとする。 

 （７）鉄府地区の２５プロットにおけるレブンアツモリソウ開花状況等調査 

    調査に際しては、踏圧を軽減するため調査者は３名以下とし、細心の注意を払い踏みつ 

けに注意しながら歩行する。プロット付近は多くの個体があることから特に踏みつけに注 

意することとする。 

    各プロットごとにレブンアツモリソウ個体調査と植生調査を別添１「レブンアツモリソ 

ウプロット調査要領」に基づいて実施することとする。調査後は、調査や調を整理し電子 

データ及び紙により提出するものとする。 

（８）実績報告書の提出及び自然保護管理員証の返納 

巡視事業終了後１４日以内に、実績報告書を森林管理署長に正副２部提出し、自然保護 

管理員証を返納するものとする。 

 

３ 情報漏洩の防止 

  受託者、管理技術者及び自然保護管理員は、レブンアツモリソウ等の希少性を十分認識し、 

業務上知り得た生息地等の情報を他に漏らさないよう管理するものとする。 

 

４ 関係機関との連携確保 

  希少植物の管理を効果的・効率的に実施するためには、関係者との連携が不可欠であること 

から、礼文町ほか関係機関との調整を十分に行うものとする。 

 

５ 直接人件費の係る注意 

  本件委託事業における直接人件費の算定については、仕様書別添１「委託事業における人件 

費の算定等の適正化について」により、厳正に行う。 



仕様書別添１

委託事業における人件費の算定等の適正化について

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作

業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の

計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏

名を記載すること。

※１ 時間単価

時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一

人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合

・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用

された等）

・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合

・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）

が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合

※２ 直接作業時間数

① 正職員、出向者及び嘱託職員

直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についての

み計上すること。

② 管理者等

原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事

した時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、

当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働

にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残

業・休日出勤等）を含めることができることとする。

人件費＝時間単価
※１
×直接作業時間数

※２



（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記

によらず次の計算式により算定することができる。

２．受託単価による算定方法

委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場

合には、同規程等における単価（以下、「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委

託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応している

か

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれてい

る場合は、各単価及びその根拠を確認すること

ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画

書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費

に重複計上されていないか確認すること。

＜受託単価による算定方法＞

人件費＝日額単価 ×勤務日数

人件費＝給与月額×勤務月数（１月に満たない場合は、日割り計算による）

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算

事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多用であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることは出来ない。



３．実績単価による算定方法

委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切り捨て。）

＜実績単価の算定方法＞

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法

原則として下記により算定する。

・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託

先と協議のうえ定めるものとする（以下、同じ。）。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面

で支給されているものは除外する（以下、同じ。）。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（構成年金基金の掛金部分を

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業

補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下、同じ。）。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業

規則等から１日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以

下、同じ。）

○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法

出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記

により算出する。

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費

等）



４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について

一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託

単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同

単価により人件費を算定すること。

５．直接作業時間数を把握するための書類整備について

直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が

必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重

・事業実施者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか

計上できないことに注意する。

○管理者等の時間単価の算定方法

原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを

得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の

確定時に適用する。

（１）原則

（２）時間外に従事した場合

・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働

時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における

時間外の従事時間数の合計

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間



複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】は仕様書別添２のとおり。

① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。（当該委託事

業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認めら

れないことに留意する。）

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。（数週間分ま

とめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされること

がないよう適切に管理すること。）

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間

外労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である

場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委

託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張

等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上するこ

とができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必

要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事

状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤

簿）等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、

記名・押印する。



仕様書別添２



（別添様式第１号） 

 

令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理事業（レブンアツモリソウ） 

 

巡視報告書 

（   月分） 

 

 

月  日 

 

巡視場所 

 

内      容 

 

特 記 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

注）１ 巡視場所は林小班等、内容は盗掘等があった場合はその状況、歩道以外への立入が 

あった場合はその状況、盗掘防止の指導や入込者へのマナー向上の指導等、具体的に  

記載するほか、特記事項は気付いた点等を簡潔に記載すること。 

  ２ 適宜巡視時の写真を添付すること。 

  ３ 毎月報告時に管理技術者の所見を別途記載すること。 

 

 

 



 

 

別紙２ 

 

事 業 契 約 書（案） 

 

委託者 分任支出負担行為担当官 宗谷森林管理署長 大竹 將之（以下「甲」という。）

と、受託者             （以下「乙」という。）は、令和６年度宗谷署希少野

生動植物種保護管理事業（レブンアツモリソウ）（以下「委託事業」という。）について、次の

条項により契約を締結する。 

 

委 託 条 項 
 

（実施する事業） 

第 １ 条 甲は、次の事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。 

（１） 委託事業名 

令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理事業（レブンアツモリソウ） 

（２） 事業の内容及び経費 

別紙委託事業計画書のとおり 

（３） 履行期間 

自 契約日の翌日 

至 令和６年  月  日 

 

（事業の遂行） 

第 ２ 条 乙は、委託事業を別紙の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなけれ

ばならない。当該計画が変更されたときも同様とする。 

 

（委託費の限度額） 

第 ３ 条 甲は、委託事業に要する費用（以下「委託費」という）として、 

 金           円（うち消費税及び地方消費税の額          円） 

 を超えない範囲で乙に支払うものとする。 

２ 乙は、委託費を別紙の委託事業計画書に記載された費目区分に従って使用しなければな

らない。当該契約が変更されたときも同様とする。 

 

（契約保証金） 

第 ４ 条 会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の９第１項に規定する契約保証金の 

納付は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の３第３号の規定 

により免除する。 

 

（再委託の制限及び承認手続） 

第 ５ 条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け

負わせてはならない。 

  なお、主たる部分とは、事業における総合的企画、事業遂行管理、手法の決定及び技術 

的判断等をいうものとする。 

２ 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる

こと（以下｢再委託｣という。）を必要とするときは、あらかじめ別紙の委託契約再委託承認

申請書（別紙様式第２号）必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、

再委託ができる事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の割合（「再委託比率」



 

 

という。以下同じ）が５０パーセント以内の事業とする。 

３ 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得

なければならない。 

４ 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負（再々委託又は再々請負以降の

委託又は請負を含む。以下同じ。）を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の

氏名又は名称、住所及び事業の範囲を記載した書面を、第２項の承認後、速やかに甲に届

け出なければならない。 

５ 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は事業の範囲を変更する必

要がある場合、第３項の変更の承認後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なけれ

ばならない。 

６ 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この計着の適正な履行の確保のため

必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 

７ 再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が５０

パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が１００万円以下である場合には、軽微な

再委託として第２項から前項までの規定は、適用しない。 

 

（監督） 

第 ６ 条 甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認め

たときは、甲の命じた監督のための職員（以下「監督職員」という。）に監督させることが

できるものとする。 

２ 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする  

３ 乙は、甲（監督職員を含む。）から必要な委託事業実施計画表等の提出を求められた場合

には、速やかに提出するものとする。 

 

（実績報告） 

第 ７ 条 乙は、委託事業が終了したとき（委託事業を中止又は廃止した時を含む。）は、委

託事業の成果を記載した受託事業実施報告書（別紙様式３号）を甲に提出するものとする。 

 

（検査） 

第 ８ 条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅延なく、当該委託事

業が契約の内容に適合するものであるかどうかを委託事業実績報告書及びその他関係書類

又は実地により検査を行うものとする。 

 

（委託費の額の確定） 

第 ９ 条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認め

たときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。 

２ 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第３条第１項に規定する

委託費の限度額のいずれか低い額とする。 

 

（委託費の支払） 

第１０条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙から適法な精算払請求書を

受理した日から３０日以内にその支払いを行うものとする。 

２ 甲が前項に定めた支払期限までに代金を支払わない場合は、前項の期限の翌日から起算

して支払い当日までの日数に応じ、遅滞日数１日につき、政府契約の支払い遅延防止等に

関する法律第８条第１項の割合で計算した遅延利息を乙に支払うものとする。 

３ 甲が第１項の期限までに支払いをしないことが、天災その他やむを得ない事由による場   

 合は、その自由の継続する期間は前項の遅延日数に算入しないものとする。 



 

 

（委託事業の中止等） 

第１１条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となった 

ときは、委託事業中止（廃止）申請書（別紙様式４号）を甲に提出し、甲乙協議の上、契約 

を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。 

２ 前項の規定により契約を解除したときは、第７条から第１０条までの規定に準じ精算す 

るものとする。 

 

（計画変更の承認等） 

第１２条 乙は、前条に規定する場合を除き、別紙の委託事業計画書に記載された委託事業 

の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書（別紙様

式第５号）を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

  ただし、委託事業計画書に記載された経費区分のそれぞれ２割を超えない増減について 

は、この限りではない。 

２ 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。 

 

（契約の解除等） 

第１３条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除し、又は変更することができ

る。 

 

（違約金） 

第１４条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約 

金額の１００分の１０に相当する額を請求することができる。 

 

（談合等の不正行為に係わる解除） 

第１５条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一 

部を解除することができる。 

（１） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保 

に関する法律（昭和２２年法律第５４条。以下「独占禁止法」という。）第７条又は第８

条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排

除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法７条の２第

１８項若しくは第２１条の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（２） 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人であっては、その役員または使用人を 

含む。）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占 

禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項題号の規定による刑の容疑により公訴

を提起されたとき。 

２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに 

当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

 

（談合などの不正行為に係る違約金） 

第１６条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の 

全部または一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する額 

を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２（同 

法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令 

を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法第 



 

 

８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行

い、当該納付命令が確定したとき。 

（３） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１８項又は第 

２１条項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４） 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人であっては、その役員または使用人を含 

む。）に係る刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若し

くは９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は前項第４号に規定する場合に該当し、且つ次の各号の一に該当するときは、前項の 

契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額を

違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１） 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第７項の規 

定の適用があるとき。 

（２） 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代 

理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行為の首謀者であること

が明らかになったとき。 

（３） 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出してい 

るとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害額が違約金の額を超過する場合にお 

いて、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第１７条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、何らかの催告を要せず、 

本契約を解除することができる。 

（１）  法人等、（個人、法人又は団体という。）の役員など（個人である場合はその者、法人 

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代

表者。団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい

う。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員

（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）であるとき。 

（２）  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害 

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３）  役員等が、暴力団又は暴力団に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。 

（４）  役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど 

しているとき。 

（５）  役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第１８条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は 

何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）  暴力的な要求行為 

（２）  法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）  取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）  偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

（５）  その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約） 



 

 

第１９条 乙は、第１７条の各号及び第１８条各号のいずれにも該当しないことを表明し、 

かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 乙は、前二号各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。）を再受 

託者等（再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当

該契約の相手方をいう。以下同じ）としないことを確約する。 

 

（再委託契約等に関する契約解除） 

第２０条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当 

該再受託者との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者（再受託者等）との

契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者 

等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等

との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者（再受託者等）との契約

を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

 

（損害賠償） 

第２１条 甲は、第１７条、第１８条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、

これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、第１７条、第１８条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、 

甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第２２条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ 

等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を

受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やか

に不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うも

のとする。 

 

（特許権等） 

第２３条 甲は、本委託事業の成果に関する次の各号に掲げる権利等を、乙から継承するも 

のとする。 

（１）  特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権 

（２）  著作権（著作権法（昭和５４年法律第４８号）第２７条及び第２８条に規定する権利 

を含む。） 

 

（委託事業の調査） 

第２４条 甲は、必要に応じ、乙に対し委託事業実績報告書における委託費の精算に係る審 

査時のその他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要事項につい

て所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じな

ければならないものとする。 

 

（帳簿等） 

第２５条 乙は、当該委託事業を含む各委託事業の委託費については、委託事業毎に、帳簿

を作成・整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事

業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。 

２ 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払いについては、いずれも各委託事業の実施要領

等に定める委託事業等の実施と直接関係のある出張又は用務に従事した場合にかぎるもの



 

 

とする。 

３ 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これ

を行うものとする。 

４ 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための

証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を乙の文書管理規定等の保存期限の規

定にかかわらず、当該委託事業の終了の翌年度の４月１日から起算して５年間、整備・保

管しなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２６条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず

第三者に漏らしてはならない。 

２ 乙は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはな

らない。 

 

（疑義の解決） 

第２７条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合は、甲乙協議の上解決するも

のとする。 

 

 上記契約の証として本契約書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各１通を保有するも 

のとする。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

        委託者（甲）       稚内市港４丁目６番６号 

                     分任支出負担行為担当官 

                     宗谷森林管理署長 大竹 將之    ㊞ 

 

        受託者（乙） 住  所 

 

               氏  名                    ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

様  式  集 
 

 

１ 第１条第２項による委託事業計画書         様式第１号 

 

２ 第５条第２項による委託契約再委託承認申請書    様式第２号 

 

３ 第７条による委託事業実績報告書          様式第３号 

 

４ 第１１条第１項による委託事業中止（廃止）申請書  様式第４号 

 

５ 第１２条第１項による委託事業計画変更承認申請書  様式第５号 

 

 



（様式第１号）

１．事業内容

事業実施内容等

令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理事業（レブンアツモリソウ）仕様書

　（以下、「仕様書」という。）に基づき事業を実施する。

事業実施計画

契約日の翌日から

令和 6 年 10 月 19 日とする。

事業及び報告

仕様書に基づき事業を行い、令和 ６ 年 10 月 19 日までに宗谷森林管理署長に

　報告する。

２．事業予算

収入の部

円

支出の部

１　備考欄には、各区分の経費について算出基礎を記入し、必要に応じ説明を付

　けること。

２　直接人件費については、仕様書別添１「委託事業における人件費の算定等の

　適正化について」１～４．により厳正に算定すること。

（注）

合　　計

再　　計 　千円未満切り捨て

消　費　税 　再計×10％

小　　計

諸経費

直

接

費

小　　計

間

接

費

直接人件費

直接経費

交通費

管理技術者　　人×　　円×　　日

自然保護管理員１人×　　円×　　日

（２）

金　　　額 積　　算　　基　　礎経費区分

予　　　算　　　額 備　　　　　　考

うち消費税及び地方消費税　　　円

区　　　分

委　託　費

（１）

令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理事業（レブンアツモリソウ）

委託事業計画書

（１）

（２）

（３）



３　原則として、区分ごとに消費税及び地方消費税込みの金額で表示するものと

　するが、これによりがたきとき、消費税及び地方消費税の項目を設けて表示す

　ることができるものとする。

３．物品購入計画（物品購入がある場合）

記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得

　価格が30,000円以上の物品とする。

（注）

購入予定

円 円

規格品名 員数
単価 金額

使用目的 備　　考



（様式第２号）

6 年 月 日

分任支出負担行為担当官

宗谷森林管理署長　　殿

（ ）

㊞

　令和 年 月 日付けで契約した令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理

事業（レブンアツモリソウ）について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第５

条第２項の規定により承認されたく申請します。

１　再委託先の相手方の住所氏及び氏名

２　再委託の事業範囲

３　再委託の必要性

４　再委託の金額

５　その他必要な事項

１　申請時に再委託先及び再委託の契約金額(限度額を含む｡)を特定できない事情

　があるときは、その理由を記載すること。

　　なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該

　事項をこの書式の準じて、その旨を報告すること。

２　再委託の承認後に再委託の相手方、事業の範囲又は契約金額(限度額を含む｡)

　を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。

３　契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。

（注）

令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理事業（レブンアツモリソウ）

令和

記

委託事業再委託承認申請書

住　所

氏　名

受託者



（様式第３号）

年 月 日

分任支出負担行為担当官

宗谷森林管理署長　　殿

㊞

　令和 年 月 付けで契約した令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理

事業（レブンアツモリソウ）について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書

第７条の規定により報告します。

１．事業の実施状況

　ア　事業項目及び事業内容

　イ　事業実施期間

　契約の翌日から

6 年 10 月 19 日までの期間

　ウ　担当者

　エ　事業の成果

２．収支精算

　収入の部

令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理事業（レブンアツモリソウ）

記

区分

委託費計

精算額

委託事業報告書

令和

備考

うち消費税及び地方消費税の額〇〇円

予算額
増

比較増減

減

令和 

(受託者)

住　所

氏　名



　支出の部

1　備考欄には、各区分の支出経費について生産の内訳を記入し、必要に応じ説明

　を付けること。

２　直接人件費については、仕様書別紙１「委託事業における人件費の算定の適正

　化について」の５に基づいて完備した業務日誌を添付のうえ、別紙人件費明細書

　に基づき整理すること。

３　原則として、区分ごとに消費税及び地方消費税込みの金額で表示するものとす

　るが、これによりがたきときは、消費税及び地方消費税の項目を設けて表示する

　ことができるものとする。

３．物品購入実績（部大院を購入した場合）

（注）契約時の物品購入計画に挙げるもののほか、物品購入計画以外に購入した物品があ

　　った場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入

　　することとなった理由を備考欄に記載すること。

計

区　　分

　直接人件費

報告書印刷

交通費

旅費

　直接経費

減
備　　考精算額 予算額

増

比較増減

計

間

接

費

合　　計

直

接

費

　諸経費

(単位：円)

円

品名 規格 員数 使用目的 備　　考
単　価 金　額

購 入 予 定

（注）

円



（様式第３号別紙）

１　調査人件費明細書（受託団体職員）

１（Ａ）欄は、以下の２から記入すること。

２（Ｂ）欄は、以下の３から記入すること。

２　勤務日数報告書（受託団体職員）

３　受託団体職員１日当たり単価算出(令和　　年度）

１　給与には、各手当などを含むものとする。

２　委託調査に係る年度（４月～３月）の支給実績などを記入する。

３　年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の就労日数とする。

４　事業の実施内容

（１）従事者別・月別巡視日数

（２）巡視結果の概要

（巡視時の主な指導内容、今後措置すべき事項等について簡潔にまとめる。）

巡　視　員　氏　名

内　業

外　業

小　計

内　業

外　業

小　計

合　　計

内　業

外　業

計

６月５月

氏　名

（注）

計１０月９月８月７月

氏名
社会保険料

事業主負担

退職手当

引当金

計

（Ａ）
給与

月 月 月

１日当単価

（Ａ）／日

委託調査従事日数

（Ａ）

１日当たり単価

（Ｂ）

人件費

（Ａ）×（Ｂ）

賞与

合　計

職名等氏名

（注）

月 月勤務内容 月



（様式第４号）

年 月 日

分任支出負担行為担当官

宗谷森林管理署長　　殿

㊞

年 月 日付けで契約した令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理事業

（レブンアツモリソウ）について、委託契約書第１１条第１項により申請します。

１　委託事業中止の理由

２　中止（廃止）しようとする以前の事業実施状況

　 （１）事業の内容について

（２）経費について

（３）経費支出状況

３　中止（廃止）後の措置

（１）事業の内容について

（２）経費について

（３）経費支出予定明細

金　額
備　考

支　　出　　基　　礎
区分 支出予定額

名　称 数　量 単　価

令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理事業（レブンアツモリソウ）

中止（廃止）申請書

備考
中止（廃止）に

伴う不用額

記

区　分
月　　日

現在支出済額
残　　額 支出予定額

　令和

令和

(受託者)

住　所

氏　名



（様式第５号）

日 月 日

分任支出負担行為担当官

宗谷森林管理署長　　殿

㊞

　令和 年 月 日付けで契約した令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理事

業（レブンアツモリソウ）について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第１２条第

１項の規定により承認されたく申請します。

１　変更の理由

２　変更する事業計画又は事業内容

３　変更経費区分

（注）記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、変更に係

　　る部分についてのみ当初計画（括弧で上段黒字書）と、変更計画（下段黒字裸書）を明

　　確に区分して記載すること。

令和

令和６年度宗谷署希少野生動植物種保護管理事業（レブンアツモリソウ）

計画変更承認申請書

記

(受託者)

住　所

氏　名


